
■群馬県から示されている市内拠点候補                           

 
拠点候補 種 別 集中量 観光 

鉄道駅 

乗降者数 

前橋市立地 

適正化計画 

1 前橋駅周辺 中枢拠点 ○ ○ ○ ○都市機能 

7 新前橋駅周辺 主要拠点 ○  ○ ○都市機能 

8 大胡駅周辺 地域拠点 ○   ○都市機能 

14 南部拠点地区 地域拠点 ○   ○都市機能 

25 産業道路沿い 地域拠点 ○   ○都市機能 

26 前橋大島駅周辺 地域拠点 ○   ○都市機能 

27 駒形駅、ガーデン前橋付近 地域拠点 ○   ○都市機能 

60 前橋赤十字病院 地域拠点 ○    

61 老年病研究所附属病院 地域拠点 ○    

62 るなぱあく付近 地域拠点 ○ ○   

63 中心市街地 地域拠点 ○    

64 桂萱周辺 地域拠点 ○    

65 群大附属病院付近 地域拠点 ○    

86 赤城山山頂 地域拠点  ○   

87 前橋パワーモール 地域拠点  ○   

88 前橋駅 地域拠点  ○   

91 敷島公園 地域拠点  ○   

95 駒形駅 地域拠点   ○  

 

 

■拠点の考え方（群馬県資料より） 

中枢拠点 ・人の移動や人口の集中量が非常に多い主要拠点が近接して集まっている地区 

・県外との広域連携拠点として重要な役割を担っている都市計画マスタープランにおいて 

高ランクの拠点（中枢地区）として位置付けられている地区 

主要拠点 ・人の移動や人口の集中量が非常に多く、商業、業務、教育、文化、医療、行政、産業、観光

等の広域的なまちの機能が複数集積している地区 

地域拠点 ・商業、業務、観光等の特定のまちの機能が多い地区 
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区 分 幹線の特徴 具体例 

基幹幹線 

 

・広域圏相互間を連絡し、県の基幹交通軸となる公共交通路線 

・周辺広域圏と県央広域圏との間を、一定の信頼性をもち高いサービス水 

準で結ぶ公共交通路線 

幹線鉄道路線 

主要幹線 ・主要拠点間を連絡する広域圏内の幹線となる公共交通路線 

・広域圏内の需要を集約し、一定水準の移動サービスを確保すべき路線 

・自治体中心部や著名な観光地を結び、県民生活や来訪者の広域的な交流 

を中心的に支える路線 

地域鉄道路線 

広域幹線バス路線 

補助幹線 ・主要幹線を補完し、主要拠点と地域拠点を連絡する公共交通路線 

・主要幹線には満たないが、県民生活を支える上で重要な公共交通路線 

・交通結節点への連絡路線 

主要バス路線 

 

■幹線の設定（群馬県資料より）→ 拠点の設定後、幹線の設定検討を行う 

群馬県地域公共交通計画にかかる拠点設定について 

※駒形駅以外の JR 鉄道駅は集中量、観光区分で拠点候補となっている。 

資料７ 



（別紙）

回答期限： ６ 月４ 日（ 金） 団体名 前橋市

回答先： kout suuka@pr ef . gunma. l g. j p 職　 名

　 ※メ ールが難し い場合： 027-223-9510（ FAX) 氏　 名

２ 　 主要幹線の位置付けについて　

　 拠点を設定し た後、 拠点を交通ネッ ト ワーク でつなぐ ために幹線を設定し ます。
　 公共交通サービスは、 市場を通し て供給さ れるも のである一方、 都市機能の誘導のためには、 公共交通サービスが
長期にわたっ て一定の水準を保つこ と が明確であるこ と が必要です。
　 そこ で、 本計画における主要幹線については、 「 サービスの長期的な維持に努めるこ と と 、 そのための需要の確
保・ 拡大を図っ ていく こ と 」 を明確にし たいと 考えていますが、 貴台の立場から 御意見があり まし たら 、 御記入く だ
さ い。

回答

コ ンパク ト なまちづく り を将来にわたっ て進めていく 上で、 拠点間を接続する路線については、 安定的に長期にわた
り サービス提供が必要と 考えます。 一方でほと んどの路線が赤字路線である中、 確保維持改善事業費補助（ 幹線系
統） が継続的に受けら れるよう 、 既存国庫補助路線について、 公共交通計画に位置付けをいただき たい。

群馬県地域公共交通計画に係る意見照会表（ R3年3月　 群馬県交通政策課）

回
答
者

　 「 群馬県地域公共交通計画」 は、 特に自動車を自立的に利用でき ない人の生活や観光客等来訪者の移動に不可欠な
公共交通ネッ ト ワーク ・ サービスを、 限ら れた資源・ 予算内で、 効果的・ 効率的に維持し ていく 施策体系を検討し 、
地域が目指す将来像と と も に、 公共交通ネッ ト ワーク の維持、 確保に向けた取組の方向性を示す「 公共交通のマス
タ ープラ ン」 と し て策定するも のです。
　 本計画策定にあたり 、 貴台の御意見をお伺いでき れば幸いです。 （ 市町村の方については、 大変お手数ですが、 市
町村地域公共交通会議等において地域の意見集約の上、 本表に反映く ださ いますよう お願いいたし ます。 ）
　 お忙し いと こ ろ 恐縮ですが、 令和3年6月4日( 金) までに群馬県交通政策課まで本表（ フ ァ イ ル） を御提出く ださ
い。 （ 御意見がない場合には、 提出不要です）

　 計画検討案でお示し し た拠点設定案は、 まちづく り 等計画上の拠点と なっ ているエリ アの中から 、 統計データ に基
準値を設け、 人口や人の動き が大き い箇所を拠点候補地と し ています。 そのため、 まちづく り 等の計画上に掲載さ れ
ている拠点であっ ても 、 人の動き が少ないエリ アについては、 拠点から 外れた案になっ ています。 （ ただし 、 基準値
にかかわら ず１ 市町村内に最低１ 箇所は拠点を設定する形をと っ ています。 ）
　 拠点の設定にあたり 、 個別に考慮すべき データ や地域特性等があり まし たら 、 具体的な理由と と も に拠点名を御教
示く ださ い。

回答

・ 「 No60 日赤病院」 が旧日赤と なっ ているため、 移転後の日赤病院について拠点と し て位置付け願いたい。 また、
旧日赤跡地については、 CCRC構想において商業施設や夜間急病診療所、 福祉作業所、 集合住宅等が整備さ れる予定で
あり 、 拠点候補と し て位置付けをお願いし たい。
・ 前橋市田口町内（ 上武道路沿い） に道の駅が計画期間中に開業と なり 、 本市地域公共交通計画においても パーク ＆
バスラ イ ド 施設と し て位置付ける予定であるため、 拠点設定をお願いし たい。

１ 　 公共交通ネッ ト ワーク を 構成する拠点の設定について
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①基幹幹線

②主要幹線

③補助幹線

＜①基幹幹線＞

＜②主要幹線＞

＜③補助幹線＞

　 　 ア． 30分に1本程度　 　 イ ． 45分に1本程度　 　 ウ． 1時間に1本程度 　 　 エ． その他（ 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 　 ア． 1時間に1本程度　  イ ． 1時間30分に1本程度　 　 ウ． 2時間に1本程度　  　 エ． その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

回答

（ エその他を 選択し た場合の具体的内容）

　 限ら れた予算の中で持続可能な公共交通ネッ ト ワーク を形成するため、 県では、 地域の特性や移動実態等を考慮の
上、 公共交通を手厚く する重点エリ アと その他のエリ アを設定する予定です。 中山間地域や郊外部など人口密度が低
い地域における移動手段の確保について、 前項４ の費用負担や役割分担等の観点も 踏まえ、 貴台の立場から 御意見が
あり まし たら 、 御記入く ださ い。

回答

本市の郊外地区ではデマンド 交通が導入さ れており 、 一部の地区では地域内交通と し て、 地域住民による運営委員会
が組織さ れ、 地域の移動手段確保に向け主体的に取り 組んでいる。 人口密度が低い地域においては、 移動手段を地域
住民が支えら れるよう 、 住民の積極的な関わり を促す仕組みづく り が必要と 考えます。

６ 　 公共交通ネッ ト ワーク を 機能さ せる交通結節点について

　 　 ア． 15分に1本程度　 　 イ ． 30分に1本程度　 　 ウ． 45分に1本程度 　  エ． その他（ 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 県では、 今後持続可能な公共交通ネッ ト ワーク を形成するために、 「 どのエリ アに」 　 「 誰が」 「 何の目的（ 誰を
対象に） で」 「 どんな公共交通を走ら せる」 のかを明確にし 、 「 運行事業者」 「 沿線自治体」 「 公共交通利用者」 の
それぞれの立場における費用負担や役割分担についても 、 計画に記載し ていく 必要があると 考えます。
　 公共交通ネッ ト ワーク 維持のために、 目的や費用負担等を本計画に記載し ていく こ と について、 貴台の立場から 御
意見があり まし たら 、 御記入く ださ い。
　 また、 公共交通ネッ ト ワーク の維持のために補助金以外に必要な支援や役割分担等　 について、 アイ ディ ア等があ
り まし たら 、 併せて御記入く ださ い。

回答

運行事業者はも と より 、 自治体についても 新型コ ロナウイ ルスの影響で今後の税収は厳し い状況が想定さ れるため、
数年先の費用負担について担保するのは厳し い部分があるが、 国庫補助の適用要件と も なるため、 記載は必要と 考え
る。

５ 　 中山間地域等の人口密度が低い地域における移動手段の確保について

４ 　 公共交通サービスの取捨選択及び費用負担について

３ 　 幹線のサービス水準について

　 今回の計画で交通ネッ ト ワーク （ 幹線） を設定し 、 その後も 運行継続に見合っ た利用者を確保・ 誘導するう えで、
どの程度のサービス水準（ 運行水準） が妥当だと 考えますか。 運行や運行支援に要する費用を踏まえ、 次のそれぞれ
について、 ア～エのう ち、 貴台の考えに最も 近いも のを御選択・ 御記入く ださ い。
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①

②

③

８ 　 地域公共交通計画に記載すべき 項目、 方策、 取組や要望について

　 今回策定する地域公共交通計画において、 関連し て貴社・ 貴団体で取り 組まれている方策などを含め、 記載すべき
取組や項目内容等があり まし たら 、 御教示く ださ い。
　 また、 計画策定に関連し て、 何か要望等があり まし たら 、 具体的な理由と と も に御記入く ださ い。

回答

本市（ 本県） は、 １ つの都市で複数事業者が運行し ていると いう 特徴があり （ 6社の運行は全国で1％） 、 国の基本方
針にも のっ と り 、 事業者間での連携、 独占禁止法特例法による共同経営の視点が必要と 考える。
前橋市： 令和３ 年度共同経営計画策定予定、 前橋駅～県庁前の等間隔運行による利便性向上

現状、 必ずし も 鉄道の発着時刻にあわせたバスのダイ ヤになっ てないため、 鉄道の発着にあわせたダ
イ ヤ調整が必要

定時性の確保並びに乗継割引や定額制などの運賃施策が必要

・ Ｍａ ａ Ｓ 等により 混雑状況の提供やキャ ッ シュ レス決済の導入、 需要に応じ た路線の見直し など必要
・ テレワーク が継続さ れると なると 、 通勤定期の在り 方も 見直し が必要であると 考える。

令和元年度にバス停から 自宅までのラ スト ワンマイ ルについてタ ク シーを活用する実証実験を行っ た
が、 バスの運行本数が一定程度ないと 厳し く 、 また、 乗換え待ち時間を考慮し た結節ポイ ント の選定
が必要と 考える。

回答

７ 　 新型コ ロナウイ ルス感染症拡大による新し い公共交通のあり 方について

　 新型コ ロナウイ ルス感染症拡大による移動需要の減少や、 密集を避ける新し い生活様式の定着により 、 公共交通機
関にも 新たな取組が求めら れています。 ニュ ーノ ーマルに対応し た公共交通のあり 方や具体的取組等について、 貴台
の立場から 御意見があり まし たら 、 御記入く ださ い。

回答

　 公共交通は、 公共交通機関間の乗換えや、 他の交通手段と の乗換えにより 、 効率的と なり ます。 特に、 ①鉄道と バ
ス･タ ク シー、 ②バス同士の乗換え、 ③バスと 乗合タ ク シー等と の乗換えの環境整備（ ハード 、 ソ フ ト 両方） につい
て、 配慮すべき 点があれば、 具体的な理由と と も に御記入く ださ い。
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